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株式併合に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2024年６月27日開催予定の第52期定時株主総会に、以下

のとおり、株式併合に関する議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 

 

1． 株式併合の目的 

本件は、当社の普通株式３株を１株に併合する株式併合を実施するものであります。 

当社の基準値段は176円、投資単位は17,600 円（2024年５月10日現在）であり、当社の株価は一

時100円を割り込むなど、低位で推移してきたことから、株価変動の最低単位である１円当たり

の株価変動率も相対的に大きく、投機対象として大きな株価変動を招きやすい状態となってお

り、株主の皆様への影響は小さくなく、不安を招く要因であると認識しております。 

このような状況を鑑み、株式併合を実施したうえで、株価の安定化に加え、安定した黒字化に

よる資本基盤の強化、企業価値の持続的な向上が実現できる体制を築き上げ、株主の皆様に評価

頂けるよう努めてまいります。 

 

２． 株式併合の内容 

(1) 併合する株式の種類 

普通株式 

 

(2) 併合の割合 

３株につき１株の比率をもって併合いたします。（2024年9月30日の株主名簿に記載

または記録された株主様の所有株式数が基準となります。） 

 

(3) 効力発生日 

2024 年 10 月１日 

 

(4) 効力発生日における発行可能株式総数 

30,000,000株 

発行可能株式総数についての定款規定は、会社法第182条第2項に基づき、株式併合

の効力発生日に変更されます。 



(5) 併合により減少する株式数 

① 併合前の発行済株式総数(2024年３月31日現在) 30,070,543株 

② 併合により減少する株式数 20,047,029株 

③ 併合後の発行済株式総数 10,023,514株 

（注）「併合により減少する株式数」および「併合後の発行済株式総数」は、本株

式併合前の発行済み株式総数および併合比率に基づき算出した理論値です。 

 

３．併合により減少する株主数 

2024年３月31日現在の株主名簿を前提とした株主構成は次のとおりです。 
 

 株主数 (割合) 所有株式数 (割合) 

総株主数 7,800 (100.00％) 30,070,543 (100.00％) 

３ 株未満所有株主 274 (3.51％) 307 (0.00％) 

３ 株以上 100 株未満所有株主 161 (2.06％) 3,307 (0.01％) 

100 株以上 300 株未満所有株主 2,866 (36.74％) 371,909 (1.24％) 

300 株以上所有株主 4,499 (57.68％) 29,695,020 (98.75％) 

本株式併合を行った場合、３株未満の株式を所有されている株主様274名は株主たる地

位を失うこととなります。 

また、所有株式 100株以上300株未満の株主様2,866名は、取引所市場における売買機

会および株主総会における議決権を失うこととなります。 

なお、当社の単元未満株式を所有することとなる株主様は、会社法第194 条第１項な

らびに当社定款第９条の規定により、株主様が所有する単元未満株式の数と併せて単

元株式数となる数までの株式を売り渡すよう、当社に対して請求することができます。

また、同法第192第１項の規定により、その単元未満株式を買い取ることを当社に請求

することができます。買増請求につきましては、当社の自己株式の保有状況によっては買

増請求に対応できない場合があります。「単元未満株式の買取」制度または「単元未満株

式の買増」制度の具体的なお手続き等につきましては、当社株式についてお取引をされて

いる証券会社または末尾に記載の当社株主名簿管理人までお問い合わせ下さい。 

 

４． １株未満の端数が生じる場合の処理 

本株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の規定に基づき一

括して処分し、それらの代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分

配いたします。 

 

５． 併合の条件 

本定時株主総会において、本株式併合に関する議案が承認可決されることを条件と

しております。 

以 上 



添付資料：（ご参考）本株式併合に関する 

 

Ｑ１．株式併合とはどのようなことですか。 

Ａ１．株式併合とは、複数の株式を併せて、それより少数の株式とする会社法で定められ

た行為です。今回、当社では普通株式３株を１株に併合することを予定しておりま

す。 

 

Ｑ２．株式併合の目的は何ですか。 

Ａ２．当社の基準値段は176円、投資単位は17,600 円（2024年５月10日現在）であり、当社の株

価は低位で推移してきたことから株価変動率も高く、時には乱高下を招くこともありまし

た。このような状況を鑑み、株式併合を実施するため、今般、本定時株主総会において株

主の皆さまのご承認をいただくことを前提に、３株を１株に併合する株式併合を実施する

ことといたしました。 

 

Ｑ３．株主の所有株式数や議決権はどうなりますか。 

Ａ３．株主さまの本株式併合後のご所有株式数は、2024年９月30日の株主名簿に記載された

ご所有株式数に３分の１を乗じた株式数（１株に満たない端数がある場合は、これを切り

捨てます。）となります。また、議決権数は本株式併合後のご所有株式数100株につき１個

となります。具体的には、ご所有株式数および議決権数は次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※例２、４に該当する場合：特段のお手続きはございません。 

※例１、３、５、７に該当する場合：本株式併合により発生する端数株式につきましては、会

社法の規定に基づき一括して処分し、それらの代金を端数が生じた全ての株主さまに対し

て、端数の割合に応じて分配いたします。この端数を処分してお支払いする金額のご案内

は、2024年11月頃にお送りすることを予定しております。 

※例７に該当する場合：本株式併合により全てのご所有株式が端数株式となり、当社株式のご

所有機会を失うこととなります。 

※例１、３、５、６に該当する場合：本株式併合により発生する単元未満株式（例１は33株、

例３は33株、例５は33株、例６は10株）につきましては、ご希望により、「単元未満株式の

 効力発生前 効力発生後 

 ご所有株式数 議決権個数 ご所有株式数 議決権個数 端数株式 

例１ 10,000 株 100 個 3, 333株 33個 0.33株 

例２ 3,000株 30個 1,000株 10個 なし 

例３ 1,000株 10個 333株 3個 0.33株 

例４ 300株 3個 100株 1個 なし 

例５ 100株 1個 33株 なし 0.33株 

例６ 30株 なし 10株 なし なし 

例７ ２株 なし なし なし 0.66株 

 



買取」制度または「単元未満株式の買増」制度をご利用いただくことで、単元未満株式を解

消することができます。 

なお、本株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買取」制度または「単元未満株式の

買増」制度をご利用いただくことにより、端数株式の処分を受けないようにすることも可能

です。買増請求につきましては、当社の自己株式の保有状況によっては買増請求に対応でき

ない場合があります。「単元未満株式の買取」制度または「単元未満株式の買増」制度の具

体的なお手続き等につきましては、当社株式についてお取引をされている証券会社または末

尾に記載の当社株主名簿管理人までお問い合わせ下さい。 

 

Ｑ４．株式併合により所有株式数が減少しますが、資産価値に影響がありますか。 

Ａ４．本株式併合により株主さまのご所有株式数は３分の１となりますが、本株式併合の前

後で会社の資産や資本の状況は変わりませんので、株式１株あたりの資産価値は３倍に

なります。従って、株式市況の変動等の要因を別にすれば、本株式併合によって株主さ

まご所有の当社株式の資産価値に影響が生じることはございません。なお、本株式併合

後の株価は、理論上は本株式併合前の３倍となります。 

 

Ｑ５．株式併合により所有株式数が減少しますが、受け取る配当金への影響はありますか。 

Ａ５．本株式併合により株主さまのご所有株式数は３分の１となりますが、株主さまにお

いて本株式併合によりご所有株式の経済的価値の変動が生じないよう、本株式併合の

効力発生後には 1株あたりの配当金を調整させていただく予定です。本株式併合を理

由に受け取り配当金の総額が変動することはありません。 

 

Ｑ６．端数株式が生じないようにする方法はありますか。 

Ａ６．本株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買取」制度または「単元未満株式の

買増」制度をご利用いただくことにより、１株に満たない端数株式の処分を受けない

ようにすることが可能です。具体的なお手続きにつきましては、当社株式についてお

取引をされている証券会社または末尾に記載の当社株主名簿管理人までお問い合わせ

ください。 

 

Ｑ７．株式併合により、単元未満株式が生じますが、株式併合後でも買い取りや買い増し

ができますか。 

Ａ７．本株式併合後においても、本株式併合の効力発生前と同様に、「単元未満株式の買

取」制度や「単元未満株式の買増」制度をご利用いただけます。具体的なお手続きに

つきましては、当社株式についてお取引をされている証券会社または末尾に記載の当

社株主名簿管理人までお問い合わせください。 

 

Ｑ８．投資単位（最低投資金額）はどうなりますか。 

Ａ８．2024年5月10日現在の東京証券取引所における終値176円を例に挙げますと、本株式併合前

における投資単位は、次のとおりです。 

本株式併合前  176円／株×100株＝17,600円 



この株価を前提にすると、本株式併合後の投資単位は理論上、次のとおりとなります。 

 本株式併合後 528円／株×100株＝52,800円 

※株価は、本株式併合に伴い、理論上は３倍となります。 

 

Ｑ９．今後の具体的なスケジュールを教えて下さい。  

Ａ９．次のとおりの日程を予定しております。 

2024年５月15日 取締役会開催日 

2024年６月27日（予定）  定時株主総会開催日 

2024年９月30日（予定）  本株式併合の基準日 

2024年10月１日（予定）  本株式併合の効力発生日 

2024年11月頃 （予定）  株主さま宛株式併合割当通知の発送 

2024年11月頃 （予定） 端数株式処分代金のお支払い 



はい 

ご所有株式数は、300株以上ですか？ 

Ｑ10．株式併合に伴い、必要な手続きはありますか。  

Ａ10．以下のチャートに沿ってご確認ください。 

 

（ご所有株式に応じたお手続き内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社では、このようなご不便を解消するために「単元未満株式の買い取り」または「単元未満株式の

買い増し」を当社にご請求いただく制度がございます。これをご利用いただくことにより、単元株式と

すること、もしくは端数株式の処分代金分配を受けないようにすることが可能です。具体的なお手続

きにつきましては、当社株式についてお取引をされている証券会社または当社株主名簿管理人で

ある三井住友信託銀行までお問い合わせください。 

【「単元未満株式の買取」または「単元未満株式の買増」についてのお問い合わせ先】 

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 

同連絡先 三井住友信託銀行株式会社  証券代行部 

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目８番４号 

電話 0120-782-031 

受付時間  9:00～17:00（土・日・祝日等を除く） 

全てのご所有株式が端数株式となり、当社株式

のご所有機会を失うこととなります。当該端数株

式は、当社が一括して売却処分または自己株

式として買い取り、代金を端数の割合に応じて

分配いたします。 

単元株式ではなくなりますので、ご売却に制

約が生じる可能性がございます。 

また、議決権を喪失されます。 

(ご所有株式数によっては端数株式の処分代

金分配が生じる場合がございます。) 

はい いいえ 

３株以上ですか？ 

特段のお手続きはご不要です。 

(ご所有株式数によっては端数株式の処分代金分配が生じ

る場合がございます。) 

いいえ 


